
　8月7日、人事院は本俸・一時金の改定などを内容とした勧告と人事管理に関する報告を行いま
した。民間給与が国家公務員給与を3,869円（0.96％）上回ったことで、若年層に重点を置いた
結果、大卒初任給で１万1,000円の引き上げとなっています。一時金4.40月分が4.50月分に引き
上げられ、期末手当と勤勉手当に均等に配分されます。 
　しかし、定期昇給分を加えても、月収で約2.7％、年収で約3.3％の賃上げに留まっていたので
は、前年同月比3.5％上昇した4月の消費者物価指数と比べても、生活改善には全くつながりませ
ん。また、フレックスタイムを活用し、週休3日を可能にするという勧告も出されましたが、休ん
だ１日分［7時間45分］の労働は残りの4日に上乗せされることになり、8時間労働の原則が破壊
されます。断じて認められません。　 
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・・・しかし、生活改善につながらない不十分な内容


